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研修会のご案内 
 前略 

 早速ではございますが、毎年この時期に実施している研修会ですが下記の日程で開催の予定で

す。既にニュース等でご存知のことと思いますが、入管法改正案が閣議決定され、国会に提出さ

れました。法務省のホームページ等でもご覧いただけると思います。 

 今回は第一部に、昨年末の研修会にて講義いただいた、出入国管理庁の政策調整課に「入管法

改正の詳細」技人国や企業内転勤・経営管理の審査厳格化、６月１４日から在留カードの記載事

項変更、在留期間更新や資格変更の手数料の変更、資格外活動許可の厳格化などについて、講義

依頼中です。 

 第二部では「東京出入国在留管理局（品川）における留学の取次申請での留意点」について、

留学部門の担当統括審査官にご講義いただく予定です。 

 第三部で「自転車のルール改正、青切符・反則金制度導入」について、小岩警察署からご講義

いただきます。 

 第四部では、「人材確保と採用戦略」として、日本語教師人材紹介会社より最新データから見る

日本語教師の採用・動向 給与以外の部分で求職者が何を最重視しているか。最新の給与相場：

地域別・職種（常勤・非常勤・管理職）等の相場観など。また、離職を防ぐ「選ばれる学校」の

組織作り 定着率が高い学校の共通点 DX 活用による校務負担軽減の待遇改善の取り組みにつ

いてお話いただきます。 

草  々
記 

国際人材支援在留管理協会 「第１７回研修会」 
研 修 日： 令和８年５月１５日（金） 午後１時００分～午後６時００分 
受付時間： 午後１２時４５分～午後１２時５５分 
研修会場： 小岩区民館 集会室第１・２ 
研修会費： １人 ２，２００円（受付時に会場使用料を徴収いたします。釣銭のないようご協力ください。) 
研修議題：第１部  午後１時００分 ～ 午後２時２５分 
         『入管法改正 変更点・留意点』 

                         について及び事前質問に係る回答 
     第２部  午後２時３０分 ～ 午後３時４５分 
         『東京出入国在留管理局本局における繁忙期の在留期間更新取次申請 
          での予約方法及び提出書類など前年度との変更点・留意点』 
                         について及び事前質問に係る回答 
     第３部  午後３時５０分 ～ 午後４時４５分 
         『自転車のルール改正、青切符・反則金制度導入、ほか注意事項』 
                              について及び質疑応答 
     第４部  午後５時００分 ～ 午後５時５０分 
         『日本語教師人材確保と採用戦略』 
                              について及び質疑応答最 
 

以上 

研修会の内容などに関しては、090-3345-1626 の栗山携帯電話に電話願います。 

 



国際人材支援在留管理協会 「第１７回研修会」 

出欠・質問事項連絡票 
下記の○をつけ、kurihisa4321@yahoo.co.jp まで添付メール送信してください。 

期限：令和７年４月１０日（金） 正午 

出席  ・  欠席 
参加者名簿を作成して 利用する会場に提出しなければならない為、記入漏れ等がないようにお願いします。  

所属機関名： 

電話番号：               

参加者名：               参加者名：                

質問事項 

（出入国管理庁への質問） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（留学審査部門への質問） 

 

 

 

 

 

 

 

（小岩警察署への質問） 

 

 

 

（人材派遣会社への質問） 

 

 

 

 



 
 
 

 


